
桑名市事後審査型条件付一般競争入札実施要綱 

平成19年６月７日 

告示第128号 

改正 平成19年10月11日告示第187号 

平成20年８月１日告示第152号 

平成21年３月26日告示第66号 

平成21年４月１日告示第89号 

平成22年５月27日告示第112号 

平成22年10月１日告示第170号 

平成26年10月15日告示第198号 

平成27年９月25日告示第196号 

平成31年１月21日告示第８号 

令和７年12月８日告示第264号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、桑名市が発注する建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に

規定する建設工事及び維持業務（樹木維持業務及び除草業務をいう。）委託をいう。以下同じ。）の

請負契約について、公平性、公正性及び競争性の向上を図るため、入札後に入札価格の低い者から

順に入札参加資格の審査を行い、当該入札者のうち最初に入札参加資格を満たした者をもって落札

者と決定する事後審査型条件付一般競争入札（以下「事後審査型入札」という。）を実施するに当

たり、必要な事項を定めるものとする。 

（対象とする入札） 

第２条 事後審査型入札の対象とする入札は、予定価格が50万円以上の建設工事とする。 

（入札参加資格） 

第３条 事後審査型入札に参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者 

(2) 発注する工事の業種について、建設業法第３条による許可を有する者 

(3) 現に有効な桑名市入札参加資格者名簿に登録されている者で、契約期間内に入札参加資格を失

効するおそれのない者 

(4) 対象工事に配置を予定する現場代理人及び建設業法第26条に定める資格を有する技術者を適

正に確保できている者 

(5) 質疑の提出期限の日から入札時までの期間において、桑名市から指名停止を受けていない者 

(6) 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者 

(7) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく会社更生手続開始の決定若しくは更生手続開始

の申立てがなされている場合又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始若し

くは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、公告の日までに桑名市一般（指名）

競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者 

(8) 請負契約締結の日以前１年７月以内の日を審査基準日とする経営規模等評価結果通知書・総合

評定値通知書の写しを提出でき、かつ、契約期間内において経営事項審査の有効期間に空白が生

じることのないよう経営事項審査を受審できる者 

(9) 建設業法その他の法令、規則等に違反していない者 

(10) 公告において示す参加資格要件を満たす者 

（設計図書の公表） 

第４条 設計図書は、公告において示す期日まで契約監理課において閲覧に供するものとする。 

（設計図書の取得） 

第５条 桑名市建設工事等電子入札実施要綱（平成22年桑名市告示第169号）の電子入札により事後審

査型入札に参加しようとする者は、桑名市ホームページにおいて設計図書を閲覧する方法により設

計図書を取得するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札案件において入札参加者が電子入札を行うことができない場

合又は郵便入札案件の場合は、公告において示す期日までに指定する販売店から設計図書を購入す

るものとする。 

https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


３ 設計図書に関する質問等は、公告において示す期日までに書面により行わなければならない。 

４ 前項の質問に対する回答は、公告において示す方法により行うものとする。 

（現場説明会） 

第６条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う必要があるとき

は、事前に公告において明らかにするものとする。 

（入札書の提出） 

第７条 入札者は、公告において示す方法により入札書を提出しなければならない。 

（開札及び落札候補者の決定） 

第８条 開札は、公告において示す日時及び場所において行うものとする。 

２ 開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格（桑名市低入札価格調査実施要綱（平成24年桑名

市告示第104号。以下「低入札調査要綱」という。）に規定する低入札価格調査制度の対象となる入

札の場合にあっては、低入札調査要綱第４条に規定する失格基準価格）以上の価格をもって入札し

た者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者の入札参加資格の審査のた

め落札決定を保留し、開札を終了するものとする。 

 

３ 前項の落札候補者となるべき者が２者以上ある場合の落札候補者の決定方法は、電子入札案件に

おいては桑名市建設工事等電子入札実施要綱第13条、郵便入札案件においては桑名市郵便入札取扱

要綱（平成16年桑名市告示第21号）第10条の方法により行うものとする。 

（開札の立会い） 

第９条 市長は、電子入札案件の開札を行うときは桑名市建設工事等電子入札実施要綱第10条、郵便

入札案件の開札を行うときは桑名市郵便入札取扱要綱第８条の規定による立会者を立ち会わせるも

のとする。 

（入札参加資格確認資料の提出） 

第１０条 市長は、入札参加資格の確認を行うため、落札候補者に対し、事後審査型条件付一般競争

入札参加資格確認申請書（様式第１号。以下「確認申請書」という。）に次の各号に掲げる事後審査

型条件付一般競争入札参加資格確認資料（以下「確認資料」という。）を添えて提出すべき旨を速

やかに通知するものとする。 

(1) 事後審査型条件付一般競争入札参加資格要件総括表（様式第２号） 

(2) 建設業許可証明書等の写し 

(3) 経営事項審査結果通知書の写し 

(4) 同種工事の施工実績届出書（様式第３号） 

(5) 配置予定の現場代理人及び主任（監理）技術者等届出書（様式第４号） 

(6) 専任技術者証明書の写し、経営業務の管理責任者証明書の写し 

(7) 配置予定の主任（監理）技術者の工事経験届出書（様式第５号） 

(8) その他公告において示した資料 

２ 落札候補者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して２日（市役所の閉庁日を除く。）以内

に確認申請書及び確認資料を提出しなければならない。 

３ 落札候補者が前項の期間内に確認申請書及び確認資料を提出しない場合、当該落札候補者は入札

参加資格要件を満たしていないものとみなす。 

（落札者の決定） 

第１１条 市長は、落札候補者から提出された確認資料を審査した結果、入札参加資格要件を満たし

ていることが確認された場合、当該落札候補者を落札者と決定し、速やかに落札決定した旨を当該

落札者に通知するものとする。 

２ 前項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことが確認された場合、当

該落札候補者のした入札を失格とし、予定価格の範囲内で次に低い価格をもって入札した者（以下

この条において「次順位者」という。）を新たな落札候補者とし、入札参加資格要件を満たしてい

ることが確認されたときは、当該落札候補者を落札者と決定する。 

３ 前項の規定による手続は落札者が決定するまで繰り返すものとする。この場合において、次順位

者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、電子入札案件においては桑名市建設工

事等電子入札実施要綱第13条、郵便入札案件においては桑名市郵便入札取扱要綱第10条の規定によ



り落札候補者を決定するものとする。 

４ 市長は、入札参加資格要件の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないこと

が確認された場合、事後審査型条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書（様式第６号）により

通知するものとする。 

５ 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して２日（市役所の閉庁日を除く。）

以内に書面により決定理由について説明を求めることができる。 

６ 前項の説明を求められたときは、説明を求められた日の翌日から起算して４日以内（市役所の閉

庁日を除く。）に、回答書（様式第７号）により回答するものとする。 

７ 第１項の規定にかかわらず、当該落札候補者が低入札調査要綱第３条に規定する調査基準価格未

満の価格で入札をした者である場合は、入札参加資格要件を満たしていることが確認できた場合で

あっても落札者とせず、低入札調査要綱の定めるところにより落札者を決定するものとする。 

この場合において、新たに落札候補者を決定したときは、当該落札候補者の入札参加資格の審査か

ら再度行うものとする。 

（入札の中止） 

第１２条 入札参加者が１者の場合は、入札を中止することができる。 

（準用規定） 

第１３条 前各条の規定は、測量、建設コンサルタントその他の建設工事に係る業務委託の契約に係

る入札において事後審査型入札を行う場合に準用するものとする。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成19年６月１日から施行する。 

附 則（平成19年10月11日告示第187号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年８月１日告示第152号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年３月26日告示第66号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年４月１日告示第89号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年５月27日告示第112号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年10月１日告示第170号） 

この告示は、平成22年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月15日告示第198号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年９月25日告示第196号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年１月21日告示第８号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年12月８日告示第264号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 


